
気管支鏡専門医申請に関するよくあるお問い合わせ 

 

【新規・更新共通】 

Q：申請書類の印刷に決まりはありますか？ 

A：Ａ４サイズで印刷してください。両面印刷は不可です。 

また、ホチキス留めは不要です。（クリップ類でまとめるのは可） 

 

Q：申請可能な業績「過去５年間」とは、いつですか？ 

A：毎年『気管支学』３号（５月２５日号）に、会告「気管支鏡専門医等申請受付について」が

掲載されております。会告の冒頭部分に過去５年間の詳細な期間が記載されておりますのでご確

認ください。 

なお、前回更新時に猶予期間を利用された方は、正規に手続きを行った方より申請可能な業績 

期間が短くなりますのでご注意ください。 

 

Q：出席単位を教えてください。 

A：事務局では出席状況を管理しておりません。 

また、単位登録システムなどもありませんので、マイページからご確認いただくこともできませ

ん。出席単位数はお手元の参加証にてご自身でご確認ください。 

 

Q：参加証を無くしました。他の書類などで代用できませんか？ 

A：参加証（コピー）のみが利用可能です。その他書類などでの代用は認められません。 

 

Q：費用について教えてください。 

A：資格申請に係る費用は下記の２種類です。一括請求ではないのでご注意ください。 

申請料・受験料：申請書類受領後にご請求申し上げます。 

資格取得認定料：秋期理事会後にご請求申し上げます。（合格者のみ） 

※会員マイページから「クレジット決済」または「コンビニ受付番号決済」にて、お支払いいた

だけます。 



【新規編】 

Q：会員歴５年以上とは、どのように数えればいいですか？ 

A：入会年度で計算して会員歴が５年以上あれば申請可能です。入会日はマイページの“登録情

報閲覧”でご確認いただけます。 

 

Q：研究業績は「発表」・「「文」」の両方を提出する必要がありますか？ 

A：どちらかで条件を満たすようであれば、両方をご提出いただく必要はございません。 

 

Q：掲載予定の文」を業績として申請できますか？ 

A：掲載予定の論文は申請できません。 

 

Q：「気管支鏡診療実績証明書」には、５年以上前の診療実績を記載しても良いですか？ 

A：５年以上前の診療実績をご記載いただいても問題ございません。（当学会入会前の実績も可）

ただし、気管支鏡に関連を有する実績に限りますので、余裕をもってご申請いただけますと幸甚

です。 

 

 

  



【更新編】 

Q：条件を満たせないため更新ができません。 

A：条件が満たせず更新手続きを行えない場合は「更新猶予願い」をご提出ください。詳細は 

下記「更新猶予願いについて」をご確認ください。 

 

更新猶予願いについて 

単位が足りないなどの理由により更新手続きが行えない場合は、「気管支鏡専門医 

更新猶予願い」を申請期間内にご提出ください。気管支鏡専門医制度委員会で認可

された場合、１年間の猶予期間が認められ、翌年の申請期間に更新手続きを行う 

ことができます。 

 

＜注意事項＞ 

・翌年更新手続きを行い合格した場合の認定期間は、正規に手続きを行った際に 

付与される認定期間と同一となります。（認定期間に空白は生じません） 

 

・留学や病気療養など、やむを得ない事情により１年以上更新手続きを行えない 

場合は、「気管支鏡専門医更新猶予願い」とともに、理由となる期間を証明するも

のをご提出ください。 

なお、留学の場合、出国前に事務局まで留学期間をご連絡いただけますと幸甚で

す。猶予期間の詳細などを事務局から別途ご返信いたします。 

 

・気管支鏡専門医とともに気管支鏡指導医も更新猶予を希望される場合は、「気管

支鏡専門医猶予願い」、及び「気管支鏡指導医猶予願い」をご提出してください。 


